
 
 

 
 

 

 

 

 

株式会社コークッキングと連携協定を締結し、食品ロス削減の取組を促進します 

（10 月は食品ロス削減月間） 

 

尼崎市では、現在のごみ処理施設を集約・更新し、令和 13 年度から新しいごみ処理施設にお

ける処理を行うため、焼却するごみの量を令和元年度比で令和 12 年度までに 11％削減すること

を目標として取組を進めているところです。 

みなさまのご協力により、７年前倒しとなる令和５年度に目標を達成し、現在も順調に減量が

進んでいる一方で、家庭から出る「燃やすごみ」の約 14.02％（約 9,345ｔ）が本来食べられるの

に捨てられてしまう「食品ロス」、事業系ごみの約 29.8％（約 11,746ｔ）が食品廃棄物（食品ロ

スを含む）となっており、食品ロスの削減が課題となっています。（令和６年度実績） 

そこで、食品ロス削減月間である 10 月に株式会社コークッキングと「尼崎市における食品ロス

削減に向けた連携協定」を締結し、市民・事業者の食品ロスに対する意識を向上させるとともに、一

人ひとりの行動変容につなげ、更なるごみの減量に寄与する取組を行います。 
 

１ 協定名称 

「尼崎市における食品ロス削減に向けた連携協定」 

 

２ 協定の主な内容 

（1）尼崎市の役割 

・ホームページや市報等による「TABETE」(※)の情報発信を含めた食品ロスの削減の取組に関

する周知啓発 

・「もったいない！あまがさき 推進店」を含む市内事業者への「TABETE」についての情報提供 

（2）㈱コークッキングの役割 

・「TABETE」の登録促進に係る支援の提供（登録手数料無料キャンペーン、広告資材など） 

・市内の取引件数等の実績資料の提供 

・市が取り組んでいる食品ロス削減推進事業に関する広報 
 

 (※)フードシェアリングサービス「TABETE」 

   売れ残り、廃棄の危機にある食品を割引価格で販売する店舗と、購入したい消費者をマッチ

ングするアプリ。店舗は無駄を減らして売上を増やすことができ、消費者はお得に食べながら

食品ロス削減に貢献ができる。 

 

３ 協定締結式 

日 時 令和７年 10月 17 日（金） 14 時 00 分～14 時 30 分 

場 所 尼崎市役所 南館２階 市長室 

出席者 尼崎市長 松本 眞 

株式会社コークッキング 代表取締役 CEO 川越 一磨     

                                 以 上   

令和 7年 10 月 14 日 

所 属 ごみ減量政策担当 

所属長 岩田 洋一 

電 話 06－6409－1341 

 



尼崎市における食品ロス削減に向けた連携協定 

 

尼崎市（以下「甲」という。）と株式会社コークッキング（以下「乙」という。）は、食 

品ロス削減に向けた連携について、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、甲及び乙が相互の資源を活かし、尼崎市における食品ロスの削減及び食

品ロスの削減に対する市民及び市内事業者の意識の向上を図ることを目的とする。 

 

（協力事項） 

第２条 甲及び乙は、前条に定める目的を達成するため、次の事項 （以下「本連携事業」 

という。） について相互に協力して行う。 

（1）甲が実施する食品ロス削減の推進に関する取組の認知度向上に向けた取組 

（2）市民及び市内事業者に向けた本連携事業に関する広報及び普及啓発 

（3）「もったいない！あまがさき 推進店」の登録促進及び認知度向上に係る取組 

（4）乙が提供するフードシェアリングサービス「ＴＡＢＥＴＥ」（以下「ＴＡＢＥＴＥ」と

いう。） を活用する利用者の増加に向けた取組 

（5）前４号に掲げるもののほか、甲乙間で協議して定める事項 

 

（連携期間） 

第３条 本協定の有効期間は、本協定の締結日から当該年度の末日までとする。ただし、本

協定の有効期間が満了する日の１ヶ月前までに、甲又は乙から書面による更新しない旨

の申出がない場合は、本協定と同一条件で１年間自動更新されるものとし、以後も同様と

する。 

 

（甲及び乙の役割分担） 

第４条 本連携事業の実施に当たり、甲及び乙の役割分担は、次のとおりとする。 

（1）甲の役割 

  ア 甲のホームページ、ＳＮＳその他の広報物、イベント等でのＴＡＢＥＴＥについて

の情報発信 

イ 「もったいない！あまがさき 推進店」を含む市内事業者へのＴＡＢＥＴＥについ

ての情報提供 

（2）乙の役割 

  ア ＴＡＢＥＴＥの登録促進に係る支援の提供 

イ 甲の行政区域内におけるＴＡＢＥＴＥ加盟店の取引件数等の実績資料の提供 

ウ 甲が取り組んでいる食品ロス削減推進事業に関する広報 



エ ＴＡＢＥＴＥ加盟店に対する「もったいない！あまがさき 推進店」への登録促進

に係る呼びかけ 

 オ 甲が開催するイベントにおける講演等の協力 

  カ 甲が作成するホームページ、ＳＮＳその他広報物に使用するデータ等の提供 

  キ 乙のホームページによる本連携事業の広報 

 

（費用負担） 

第５条 前条に規定する役割を実施するための負担は、甲乙それぞれが負うものとする。 

ただし、両者の役割として割り振られた事項以外で本連携事業を行う上で両者に共通す

る事項があることが判明した場合には、甲乙が別途協議して役割分担及び負担割合を決

定するものとする。 

 

（第三者との類似の事業） 

第６条 本協定の締結は、甲又は乙が本協定に定める各規定を遵守する限りにおいて、第 

三者との間で本連携事業と同様又は類似の事業を行うことを妨げるものではない。 

 

（禁止事項及び賠償責任） 

第７条 乙は、本連携事業の実施に当たって次に掲げる事項に該当してはならない。 

（1）法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがあること。 

（2）政治活動又は宗教活動に関すること。 

（3）企業の利益誘導のみに利用すること。 

２ 本連携事業の実施により乙に事故及び問題が発生したときは、乙の責任と負担におい

てこれを解決することとし、その対応に伴って甲に費用等が生じた場合は、乙がこれを負

担する。 

 

（協定の解除） 

第８条 甲又は乙のいずれかが、２号または３号の理由により本協定の解除を申し出たと

きは、本協定の解除を行うものとする。 

２ 甲又は乙は、相手方が法令又は本協定の趣旨に反すると認めた場合には、本協定を解 

除することができる。 

３ 甲は、乙（乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条にお

いて同じ。）が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの協定を解除することが

できる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲はその賠償の責めを負わ

ないものとする。 

（1）計画的又は常習的に暴力的不法行為等を行い、又は行うおそれがある組織（以下「暴 

力的組織」という。）であるとき。 



（2）役員等（個人である場合におけるその者、法人である場合におけるその法人の役員又

は当該個人又は法人の経営に事実上参画している者をいう。以下同じ。）が、暴力的組織

の構成員（構成員とみなされる場合を含む。以下「構成員等」という。）となっていると

き。 

（3）構成員等であることを知りながら、構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 

（4）第１号又は第２号に該当するものであることを知りながら、そのものと下請契約（一

次及び二次下請以降全ての下請契約を含む。）、資材、原材料等の購入契約等を締結した

とき。 

（5）自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的を

もって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。 

（6）暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 

（7）役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を

図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織若しくは構成員等を

利用したとき、又は暴力的組織若しくは構成員等に経済上の利益若しくは便宜を供与し

たとき。 

（8）役員等又は使用人が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非

難される関係を有しているとき。 

４ 本協定の解除に伴い、乙に生じた損害に関しては、当該解除が甲の責めに帰すべき事由

による場合を除き、乙は甲に賠償の請求を行わない。 

 

（著作権） 

第９条 本連携事業に係る画像等の作成物は、甲乙ともに確認した上で、広報等に無償で利

用できるものとし、その利用を妨げないものとする。 

 

（守秘義務） 

第 10 条 甲及び乙は、本協定に関して知り得た情報は第三者に漏らしてはならない。本協

定の効力が失われた後も同様とする。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、第三者

に対し、本協定に関して知り得た情報を提供することができる。 

 

（個人情報の保護） 

第 11 条 甲及び乙は、個人情報の保護に関する法令を遵守し、個人の権利利益を侵害する

ことのないよう、個人情報を取り扱わなければならない。 

 

（関係法令上の責任） 

第 12 条 甲及び乙は、本協定に基づく履行に関し、関係する各種法令等を遵守するものと

する。 



 

（協議） 

第 13 条 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し質疑が生じた場合は、甲

乙間で協議して定めるものとする。 

 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上各１通を保有

する。 

 

令和  年  月  日 

 

甲  兵庫県尼崎市東七松町１丁目２３番１号 

尼崎市 

尼崎市長 松本 眞 

 

 

           乙  東京都渋谷区本町２-３３-２ ３階ＨＡＮＡＲＥ 

株式会社コークッキング 

代表取締役ＣＥＯ 川越 一磨 


